
道 路位置 指定事 前相談 申請 書 

令和  年  月  日 

相談者住所                           

氏   名                   担当者名：  

電 話    －    － 

１ 計画位置指定道路 

 地 名 地 番〔       区                            〕 

 用 途 地 域〔 1 低・2 低・1 中・2 中・1 住・2 住・準住・近商・商業・準工・工業・工専  〕 

         ※調整区域は位置指定道路原則不可 

 幅 員〔        ｍ〕 

 延 長〔        ｍ〕 

 転 回 広 場〔 有り・無し 〕 

 す み 切 り〔（      ｍ×      ｍ）（      ｍ×      ｍ）〕 

 道 路 構 造〔 アスファルト・コンクリート・砂利敷き・その他（           ）〕 

 道 路 縦 断 勾 配〔 有り（     ％）・無し 〕 

 道路側溝の種類〔 Ｕ字溝（内法      ｍ）・Ｌ字溝（      ｍ）〕 

 排 水 の 接 続〔 Ｕ字溝・雨水管・その他（              ）〕  

 

２ 取り付け（既存）道路調査 ※路政課、各土木事務所 

 名     称〔 市道（           号線、境界確定 有り・無し）・私道 〕 

 幅     員〔       ｍ〕 

 通 り 抜 け〔 有り・無し（通り抜け道路から       ｍ） 〕 

 基準法上の扱い〔 第 42 条  項  号・無し 〕 ※建築情報相談課、建築指導課 

※取り付け道路が 42 条 2 項道路（市道）の場合、狭あい道路拡幅整備事業の対象になります。 

 狭あい道路寄付事前協議申請予定〔 有り・無し 〕 

 

３-１ 開発行為の事前相談 ※宅地課審査第一・第二班 

 開 発 規 模（築造する道路及び敷地面積の合計）〔         ㎡〕 

 誓約書の必要な土地〔                               〕 

※500 ㎡以上の開発行為は都市計画法の許可が必要になります。 

 相 談 日〔令和  年  月  日、宅地課 審査第一班・第二班 担当者名     〕 

 

３-２ 宅地造成工事規制区域に係る事前相談〔規制区域 内・外〕※宅地課技術審査班 

  造 成 計 画〔現況図、計画図（切土、盛土計画の確認）〕 

※切土で 2m､盛土で 1m､切盛併せて 2m を超える崖が生じる場合は､宅地造成等規制法の許可が必要になります。 

 相 談 日〔令和  年  月  日、宅地課 技術審査班 担当者名      〕 

 

４ 排水接続の事前相談 ※各土木事務所(側溝等へ接続)、下水道維持課(雨水管へ接続) 

 雨     水〔関係部署              担当者名       〕 

 

５ 備 考 

 

＊添付図書・・・案内図・公図・計画図・その他（境界確定図・区域線図等） 


